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Ⅰ　

は
じ
め
に

　

本
稿
の
対
象
は
、
一
見
し
て
思
う
ほ
ど
、
理
解
す
る
こ
と
が
容
易

で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、「
家
庭
事
件Fam

iliensachen

」
の
理

解
は
、
ど
の
法
体
系
と
関
連
付
け
る
の
か
、
ま
た
、
そ
の
法
体
系
の

裁
判
権
が
「
家
庭
事
件
」
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
る
の
か
に

よ
っ
て
も
左
右
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
、
ド
イ
ツ
法
に
言
及
す
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
の
「
家

庭
事
件
」
は
、
ド
イ
ツ
家
庭
裁
判
所
が
家
庭
事
件
と
し
て
管
轄
を
有

す
る
手
続
を
指
す
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る）

1
（

。
こ
の
ド

イ
ツ
裁
判
所
の
管
轄
は
、
一
九
七
七
年
に
家
庭
裁
判
所
制
度
が
導
入

さ
れ
て
以
来
、
幾
多
の
段
階
を
経
て
拡
張
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
管
轄

は
、
こ
ん
に
ち
、
非
常
に
多
様
な
手
続
を
広
範
囲
に
わ
た
り
、
カ
バ

ー
す
る
。
そ
の
対
象
は
、
争
訟
的
民
事
訴
訟
と
同
じ
様
な
争
訟
的
手

続
か
ら
、
婚
姻
お
よ
び
親
子
関
係
事
件
の
よ
う
な
身
分
関
係
事
件
の

手
続
、
さ
ら
に
は
非
訟
事
件
と
い
っ
た
非
争
訟
的
な
法
的
監
護
手
続

に
い
た
る
ま
で
多
岐
に
わ
た
る）

2
（

。

　

こ
の
手
続
に
つ
い
て
ド
イ
ツ
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
法
は
、
二
〇

〇
九
年
九
月
一
日
の
非
訟
事
件
手
続
法
改
正
法
（FGG-

Reform
gesetz

）
3
（

）
を
通
じ
て
、
根
本
的
に
新
た
に
改
正
さ
れ
た
。

こ
の
法
律
は
、
強
制
執
行
に
も
適
用
さ
れ
る
。

フ
ォ
ル
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二
〇
〇
九
年
九
月
一
日
の
改
正
前
は
、
た
と
え
ば
扶
養
事
件
の
場

合
の
よ
う
に
、
手
続
に
民
事
訴
訟
法
が
適
用
さ
れ
る
と
き
に
は
、
民

事
訴
訟
法
に
よ
る
強
制
執
行
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。
非
訟
事
件
に
該

当
す
る
家
庭
事
件
で
は
、
非
訟
事
件
手
続
法
お
よ
び
そ
の
他
の
法
律

は
、
強
制
執
行
に
関
し
て
は
民
事
訴
訟
法
の
規
定
を
し
ば
し
ば
参
照

し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
裁
判
の
執
行
（V

ollziehung 
gerichtlicher Entscheidung

）
に
関
す
る
非
訟
事
件
手
続
法
の

規
律
（
非
訟
事
件
手
続
法
第
三
三
条
）
が
、
子
の
引
渡
し
の
執
行
お

よ
び
面
会
交
流
に
関
す
る
裁
判
の
執
行
（V

ollstreckung

）
に
適

用
さ
れ
て
い
た）

4
（

。

　

二
〇
〇
九
年
九
月
一
日
以
降
は
、
非
訟
事
件
手
続
法
改
正
法
に
よ

っ
て
導
入
さ
れ
た
家
庭
事
件
お
よ
び
非
訟
事
件
の
手
続
に
関
す
る
法

律
（Gesetz über das V

erfahren in Fam
iliensachen und in 

A
ngelegenheiten der freiw

illigen G
erichtsbarkeit: 

Fam
FG　

訳
者
注
、
以
下
で
は
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
と
す
る
）

が
、
家
庭
裁
判
所
で
の
手
続
お
よ
び
執
行
を
規
定
す
る
。
そ
れ
に
よ

っ
て
、
家
庭
事
件
に
お
け
る
領
域
で
の
煩
雑
で
不
完
全
で
あ
っ
た
諸

規
定
が
、
ま
と
め
ら
れ
、
統
一
化
さ
れ
、
そ
し
て
一
貫
性
の
あ
る
規

律
が
な
さ
れ
た）

5
（

。
こ
の
法
律
は
、
ド
イ
ツ
で
下
さ
れ
た
裁
判
の
執
行

に
も
適
用
さ
れ
（
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
第
八
六
条
か
ら
第
九
六
ａ

条
、
第
一
二
〇
条
）、
ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
ま
た
は
条
約
の
規
律

が
優
先
し
な
い
場
合
に
お
け
る
（
参
照
、
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
第

九
七
条
）、
外
国
裁
判
の
承
認
お
よ
び
執
行
に
も
適
用
さ
れ
る
（
家

庭
非
訟
事
件
手
続
法
第
一
〇
七
条
か
ら
第
一
一
〇
条
）。

　

家
庭
事
件
手
続
の
実
務
上
の
重
要
性
は
大
き
い
。
し
た
が
っ
て
、

同
様
に
強
制
執
行
の
規
律
も
ま
た
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
点

に
関
す
る
学
説
は
、
お
も
に
個
別
事
案
で
の
適
用
問
題
に
向
け
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
。
法
律
学
は
、
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
の
全
体
を
、

こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
扱
っ
て
こ
な
か
っ
た）

6
（

。
強
制
執
行
に
つ
い
て
は
、

こ
の
こ
と
が
よ
り
一
層
妥
当
す
る
。
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
の
施
行

一
〇
年
後
に
実
施
さ
れ
た
評
価
と
の
関
係
で
も
、
執
行
は
、
わ
ず
か

な
注
意
し
か
向
け
ら
れ
な
か
っ
た）

7
（

。
若
干
大
き
な
学
問
的
な
関
心
を

集
め
た
の
は
、
国
際
的
な
家
庭
事
件
手
続
法
だ
け
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
こ
の
関
心
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
お
よ
び
国
際
レ
ベ
ル
で
の
多
数
の

新
た
な
立
法
と
ド
イ
ツ
に
お
け
る
立
法
の
置
換
え
に
集
中
し
、
ド
イ

ツ
固
有
法
に
対
す
る
関
心
は
わ
ず
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
重
要

な
問
題
は
未
解
決
の
ま
ま
で
あ
る）

8
（

。

　

本
講
演
で
は
、
ま
ず
、
家
庭
事
件
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
裁
判
の
執

行
を
扱
う
（
Ⅱ
）。
そ
し
て
、
外
国
裁
判
所
の
裁
判
に
焦
点
を
当
て

て
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
承
認
お
よ
び
執
行
の
要
件
に
つ
い
て
説
明
す

る
（
Ⅲ
）。
最
後
に
、
現
在
問
題
と
な
っ
て
い
る
二
つ
の
問
題
に
触

れ
る
（
Ⅳ
）。
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Ⅱ　

家
庭
事
件
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
裁
判
の
執
行

1　

基
本
構
造

　

ド
イ
ツ
の
家
庭
事
件
手
続
法
は
、
争
訟
手
続
と
、
非
訟
事
件
と
い

う
非
争
訟
手
続
と
を
基
本
的
に
区
別
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
特
徴

づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
区
別
は
、
強
制
執
行
の
法
的
規
律
に
も
影

響
を
及
ぼ
し
て
い
る）

9
（

。

　

争
訟
手
続
に
該
当
す
る
の
は
、
婚
姻
事
件
な
ら
び
に
扶
養
・
夫
婦

財
産
お
よ
び
特
定
の
家
族
関
連
請
求
権
に
関
す
る
い
わ
ゆ
る
家
庭
争

訟
事
件
で
あ
る
（
参
照
、
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
第
一
一
一
条
、
第

一
一
二
条
）。
こ
れ
ら
の
手
続
は
、
そ
の
対
象
が
民
事
訴
訟
に
近
い

こ
と
か
ら
、
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
は
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
原
則

と
し
て
民
事
訴
訟
法
を
参
照
し
て
い
る
（
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
第

一
一
三
条
か
ら
第
一
一
九
条
）。
家
庭
裁
判
所
に
お
け
る
婚
姻
に
関

す
る
地
位
の
裁
判
は
、
形
成
な
い
し
は
確
認
の
裁
判
と
し
て
執
行
を

要
し
な
い
が
、
そ
の
他
の
婚
姻
事
件
に
つ
い
て
は
、
執
行
は
明
文
で

排
除
さ
れ
て
い
る
（
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
一
二
〇
条
三
項）

10
（

）。
し

た
が
っ
て
、
強
制
執
行
は
、
家
庭
争
訟
事
件
に
つ
い
て
の
み
生
じ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
は
、
同
様
に
、
民
事
訴

訟
法
典
中
の
強
制
執
行
を
参
照
し
、
若
干
の
特
則
の
み
を
規
定
す
る

（
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
第
一
二
〇
条
第
一
項
お
よ
び
第
二
項
）。

　

非
訟
事
件
と
い
う
非
争
訟
手
続
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
と
は
法
状
況

は
異
な
る
。
こ
こ
で
は
、
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
は
、
執
行
に
つ
い

て
さ
ら
に
区
別
を
し
て
い
る
。

　

人
の
引
渡
し
お
よ
び
面
会
交
流
の
規
律
に
関
す
る
裁
判
は
、
専
ら

家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
の
規
定
に
従
っ
て
執
行
が
な
さ
れ
る
。
こ
の

裁
判
に
は
、
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
の
一
般
的
な
執
行
法
上
の
規
定

（
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
第
八
六
条
、
第
八
七
条
）
だ
け
で
な
く
、

人
の
引
渡
し
お
よ
び
面
会
交
流
の
執
行
に
関
す
る
同
法
の
特
則
（
家

庭
非
訟
事
件
手
続
法
第
八
八
条
か
ら
第
九
五
条
）
が
適
用
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　

そ
の
他
の
裁
判
に
つ
い
て
、
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
は
、
争
訟
事

件
の
場
合
と
同
様
に
原
則
と
し
て
民
事
訴
訟
法
典
中
の
強
制
執
行
を

参
照
す
る
（
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
第
九
五
条
第
一
項
）。
し
た
が

っ
て
、
執
行
に
つ
い
て
は
、
執
行
方
法
に
応
じ
て
、
金
銭
債
権
、
物

の
引
渡
し
、
作
為
、
受
忍
ま
た
は
不
作
為
お
よ
び
意
思
表
示
［
の
擬

制
］
の
執
行
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
非
訟
事

件
と
い
う
非
争
訟
手
続
で
の
執
行
で
は
、
こ
の
よ
う
に
民
事
訴
訟
法

を
参
照
す
る
こ
と
は
、
争
訟
事
件
に
お
け
る
執
行
と
比
較
す
る
と
、

著
し
く
制
限
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
は
、

こ
の
点
に
つ
い
て
若
干
の
特
則
（
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
第
九
五
条



法学研究 97 巻 12 号（2024：12）

88

第
二
項
か
ら
第
四
項
、
お
よ
び
、
同
法
第
五
三
条
、
第
二
〇
九
条
第

三
項
、
第
二
一
四
条
第
二
項
、
第
二
一
六
条
）
を
有
す
る
だ
け
で
は

な
く
、
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
の
一
般
的
な
執
行
法
上
の
規
律
に
服

す
る
（
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
第
九
五
条
第
一
項
に
よ
る
同
法
八
六

条
お
よ
び
第
八
七
条
）。

　

補
充
的
に
指
摘
さ
れ
る
べ
き
点
と
し
て
は
、
仮
の
命
令
に
関
す
る

執
行
に
つ
い
て
は
、
そ
の
他
の
特
則
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
（
家
庭
非

訟
事
件
手
続
法
第
四
九
条
第
二
項
、
第
五
三
条
）、
お
よ
び
、
手
続

を
開
始
す
る
中
間
裁
判
は
強
制
的
な
方
法
を
と
も
な
っ
て
実
現
さ
れ

る
こ
と
で
あ
る
（
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
三
五
条）

11
（

）。

　

こ
の
よ
う
な
区
別
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
伴
う
家
庭
非
訟
事
件
手
続

法
の
範
囲
内
で
民
事
訴
訟
法
が
参
照
さ
れ
る
こ
と
は
、
容
易
に
は
浸

透
し
て
は
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
立
法
者
は
、
家
庭
非
訟
事
件
手
続

法
の
施
行
直
後
に
は
、
新
法
の
使
い
勝
手
の
良
さ
が
約
束
さ
れ
て
い

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
反
故
に
さ
れ
た
と
の
厳
し
い
批
判
に
さ
ら
さ
れ

た
）
12
（

。

　

こ
れ
に
対
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
区
別
は
家
庭
事
件
に
お
け
る
執

行
に
際
し
て
多
様
な
手
続
対
象
（V

erfahrensgegenstände

）
と

問
題
状
況
を
考
慮
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
想
起
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
区
別
は
、
最
終
的
に
は
そ
の
本
質
に
お

い
て
正
当
化
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
の
理
念
に

つ
い
て
単
な
る
立
法
技
術
の
良
し
悪
し
に
関
す
る
問
題
と
い
う
わ
け

で
は
な
い
。

　

こ
の
間
、
明
ら
か
に
実
務
は
新
た
な
シ
ス
テ
ム
に
適
用
し
て
き
た
。

家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
の
評
価
に
関
す
る
実
務
家
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト

に
際
し
て
、
ほ
と
ん
ど
の
実
務
家
は
、
お
お
む
ね
満
足
し
て
い
る
と

回
答
し
て
い
る）

13
（

。

2　

家
庭
事
件
に
お
け
る
執
行

　

扶
養
お
よ
び
夫
婦
財
産
な
ら
び
に
特
定
の
家
庭
関
係
の
請
求
権
に

関
す
る
裁
判
は
、
民
事
訴
訟
法
の
規
定
に
従
い
家
庭
争
訟
事
件
（
参

照
、
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
第
一
一
一
条
、
第
一
一
二
条
）
と
し
て

執
行
が
な
さ
れ
る
（
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
第
一
二
〇
条
第
一
項
に

よ
る
民
事
訴
訟
法
第
七
〇
四
条
以
下
）。
そ
れ
に
よ
る
と
、
裁
判
は
、

執
行
文
が
付
与
さ
れ
て
送
達
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
執
行
可
能

と
な
る
（
民
事
訴
訟
法
第
七
〇
四
条
、
第
七
二
五
条
、
第
七
五
〇

条
）。
そ
の
後
の
執
行
［
手
続
］
お
よ
び
法
的
救
済
も
ま
た
、
民
事

訴
訟
法
に
従
う）

14
（

。

　

し
た
が
っ
て
、
執
行
方
法
は
、
執
行
さ
れ
る
べ
き
請
求
権
の
内
容

に
応
じ
て
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
民
事
訴
訟

法
は
、
金
銭
債
権
（
民
事
訴
訟
法
第
八
〇
二
ａ
条
か
ら
第
八
八
二
ｈ

条
）、
物
の
引
渡
し
（
民
事
訴
訟
法
第
八
八
三
条
か
ら
第
八
八
六
条
）、
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作
為
（
民
事
訴
訟
法
第
八
八
七
条
、
第
八
八
八
条
）、
受
忍
ま
た
は

不
作
為
の
強
制
（
民
事
訴
訟
法
第
八
九
〇
条
）
お
よ
び
意
思
表
示

［
の
擬
制
］（
民
事
訴
訟
法
第
八
九
四
条
）
の
執
行
を
区
別
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
金
銭
債
権
の
執
行
に
際
し
て
は
、
い
か
な
る
財
産
対
象
に

対
し
て
執
行
が
な
さ
れ
る
べ
き
か
に
応
じ
て
、
さ
ら
に
区
別
が
な
さ

れ
て
い
る）

15
（

。

　

民
事
訴
訟
法
は
、
通
常
、
執
行
に
つ
い
て
は
受
訴
裁
判
所
で
は
な

く
、
他
の
機
関
す
な
わ
ち
、
執
行
官
、
執
行
裁
判
所
お
よ
び
土
地
登

記
庁
が
管
轄
を
有
す
る
の
で
、
家
庭
事
件
に
お
け
る
執
行
に
つ
い
て

も
ま
た
、
強
制
執
行
の
方
式
性
の
原
則
が
妥
当
す
る）

16
（

。
す
な
わ
ち
、

執
行
の
根
拠
は
名
義
（T

itel

）
で
あ
り
、
執
行
機
関
は
債
務
者
の

実
体
法
上
の
義
務
［
の
有
無
］
を
審
査
す
る
こ
と
な
く
、
執
行
の
手

続
法
上
の
（〝
方
式
に
関
す
る
〟）
要
件
の
み
を
審
査
す
る
。

　

し
か
し
、
裁
判
が
い
つ
執
行
可
能
と
な
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
民

事
訴
訟
法
と
は
異
な
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。
民
事
訴
訟
法
に
よ
れ

ば
、
確
定
し
た
終
局
判
決
（Endurteile

）
の
み
が
法
律
に
基
づ
い

て
執
行
可
能
で
あ
る
。
裁
判
所
は
、
そ
の
他
の
す
べ
て
の
判
決

（U
rteile

）
に
対
し
て
仮
執
行
宣
言
を
下
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

そ
れ
は
通
常
は
担
保
の
提
供
に
か
か
ら
し
め
ら
れ
て
い
る
（
参
照
、

民
事
訴
訟
法
第
七
〇
四
条
、
第
七
〇
八
条
以
下
）。
こ
れ
に
対
し
て
、

家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
は
、
裁
判
所
に
よ
る
裁
判
の
執
行
力
に
つ
い

て
独
自
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
定
め
て
い
る
。
家
庭
争
訟
事
件
に
お
い
て

は
、
裁
判
が
効
力
を
有
し
た
と
き
に
、
そ
の
裁
判
は
執
行
可
能
で
あ

る
（
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
第
一
二
〇
条
第
二
項
第
一
文
）。
裁
判

が
効
力
を
有
す
る
の
は
、
既
判
力
（Rechtskraft

）
が
発
生
し
た

時
点
ま
た
は
裁
判
所
が
即
時
に
効
力
を
有
す
る
と
命
じ
た
時
点
で
あ

る
（
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
第
一
一
六
条
第
二
項
第
一
文
）。
通
常
、

扶
養
料
の
支
払
を
命
ず
る
裁
判
が
下
さ
れ
た
場
合
は
、
そ
の
よ
う
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
第
一
一
六
条
第
三

項
は
、〝
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
いsoll

〟
と
の
べ
る
）。
さ
ら
に
、
裁

判
所
は
、
債
権
者
の
強
制
執
行
を
す
る
利
益
と
債
務
者
を
保
護
す
る

利
益
と
を
衡
量
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）

17
（

。
債
権
者
に
よ
る
担
保
提
供

は
、
こ
こ
で
は
法
律
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、

裁
判
所
も
こ
れ
を
命
じ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い）

18
（

。
も
っ
と
も
、
裁
判

所
は
、
申
立
て
に
基
づ
き
、
債
務
者
を
保
護
す
る
た
め
に
、
確
定
前

に
執
行
を
中
止
し
た
り
、
ま
た
は
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
家
庭

非
訟
事
件
手
続
法
第
一
二
〇
条
第
二
項
二
文
お
よ
び
第
三
文
）。

3　

人
の
引
渡
し
に
関
す
る
裁
判
の
執
行
と
面
会
交
流
の
規
律

　

人
の
引
渡
し
に
関
す
る
裁
判
お
よ
び
面
会
交
流
の
規
律
は
、
専
ら

家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
に
従
っ
て
執
行
さ
れ
る
（
家
庭
非
訟
事
件
手

続
法
第
八
六
条
、
第
八
七
条
お
よ
び
第
八
八
条
か
ら
第
九
五
条
）。
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管
轄
を
有
す
る
の
は
、
当
該
人
物
（
子
）
が
常
居
所
を
有
す
る
地
区

の
家
庭
裁
判
所
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
通
常
は
裁
判
を
言
渡
し
、
当
該

裁
判
の
変
更
（
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
第
一
六
六
条
）
や
、
あ
っ
せ

ん
手
続
（
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
第
一
六
五
条
）
に
つ
い
て
管
轄
を

有
す
る
裁
判
所
を
意
味
す
る
（
参
照
、
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
第
一

五
二
条
第
一
項
お
よ
び
第
二
項
）。
こ
の
裁
判
所
は
、
名
義
な
い
し

裁
判
か
ら
明
ら
か
で
な
く
て
も）

19
（

、
裁
判
手
続
か
ら
得
た
知
識
を
も
強

制
執
行
に
お
い
て
考
慮
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
し
、
ま
た
、
そ
う

す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
結
果

と
し
て
、
こ
の
裁
判
の
執
行
に
関
し
て
強
制
執
行
の
方
式
性
は
、
明

ら
か
に
後
退
し
て
い
る
。

ａ　

執
行
の
根
拠

　

執
行
の
根
拠
は
、
名
義
（T
itel

）
で
あ
る）

20
（

。
家
庭
非
訟
事
件
手

続
法
第
八
六
条
お
よ
び
第
八
七
条
の
一
般
的
な
執
行
規
定
は
、
非
訟

事
件
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
名
義
が
執
行
可
能
な
の
か
を
規
定
し

て
い
る
。
人
の
引
渡
し
お
よ
び
面
会
交
流
の
規
律
は
、
関
係
人
の
自

由
な
処
分
に
服
す
る
も
の
で
は
な
い
（
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
第
八

六
条
第
一
項
第
三
号）

21
（

）。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
は
、
裁
判
所
の
決

定
ま
た
は
裁
判
所
が
認
可
し
た
和
解
に
基
づ
い
て
の
み
、
執
行
が
可

能
で
あ
る
（
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
第
八
六
条
第
一
項
第
一
号
お
よ

び
第
二
号
）。

　

名
義
は
、
執
行
可
能
な
内
容
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
裁
判
所
の
決
定
が
一
方
の
親
に
単
独
親
権
を
委
ね
る

場
合
に
は
、
こ
れ
を
満
た
さ
な
い
（
民
法
第
一
六
七
一
条
）。
た
し

か
に
、
裁
判
所
の
権
利
形
成
的
裁
判
に
よ
っ
て
親
は
単
独
親
権
を
有

し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
子
の
引
渡
し
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
民

法
第
一
六
三
二
条
第
一
項
）。
し
か
し
、
親
権
の
決
定
［
そ
の
も
の
］

は
、
子
を
単
独
親
権
者
に
引
渡
す
と
い
う
、
特
定
人
の
義
務
を
も
定

め
る
も
の
で
は
な
い
。
裁
判
所
は
、
さ
ら
に
独
自
に
裁
判
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
裁
判
の
み
が
執
行
可
能
で
あ
る）

22
（

。

　

こ
の
名
義
が
執
行
可
能
と
な
る
た
め
に
は
、
さ
ら
に
内
容
上
十
分

に
特
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
と
く
に
面
会
交

流
の
ル
ー
ル
に
つ
い
て
、
実
際
上
重
要
で
あ
る
。
決
定
ま
た
は
裁
判

所
に
よ
っ
て
認
証
さ
れ
た
面
会
交
流
を
め
ぐ
る
和
解
が
、
面
会
の
方

法
、
場
所
お
よ
び
時
間
を
定
め
て
い
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
れ

に
よ
っ
て
、
面
会
に
際
し
て
の
関
係
人
の
義
務
が
具
体
化
さ
れ
、
確

定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
以
外
の
ル
ー
ル
、
た
と
え
ば
、
子
を

引
取
る
た
め
の
ル
ー
ル
と
い
っ
た
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
取
り
決
め
る

こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
名
義
が
執
行
可
能
と
な
る
た
め
の
要
件
で

は
な
い）

23
（

。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
ル
ー
ル
は
、
必
要
に
応
じ
て
、

執
行
手
続
に
お
い
て
な
さ
れ
る
。
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決
定
は
、
効
力
が
生
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
執
行
可
能
と
な
る

（
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
第
八
六
条
第
二
項
）。
こ
の
こ
と
は
、
家
庭

非
訟
事
件
手
続
法
第
四
〇
条
第
一
項
に
よ
る
告
知
を
前
提
と
す
る
。

し
か
し
、
執
行
は
、
決
定
の
正
式
な
送
達
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
は
じ
め
て
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法

第
八
七
条
第
二
項
）。
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
の
と
は
異
な
り
、
執

行
文
は
、
通
常
は
必
要
と
さ
れ
な
い
が
、
執
行
が
別
の
裁
判
所
に
よ

っ
て
実
施
さ
れ
る
場
合
に
は
必
要
と
な
る
（
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法

第
八
七
条
第
三
項
）。

ｂ　

執
行
手
続

　

人
の
引
渡
し
に
関
す
る
名
義
ま
た
は
面
会
交
流
が
執
行
さ
れ
る
場

合
、
た
と
え
ば
、
面
会
の
具
体
的
な
実
施
に
つ
い
て
、
多
く
の
場
合
、

さ
ら
に
調
査
を
し
た
り
追
加
的
な
裁
判
を
要
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら

も
、
常
居
所
の
家
庭
裁
判
所
が
執
行
に
つ
い
て
管
轄
を
有
し
、
そ
し

て
、
そ
の
際
に
は
少
年
局
が
支
援
を
す
る
わ
け
で
あ
る
（
家
庭
非
訟

事
件
手
続
法
第
八
八
条
第
一
項
お
よ
び
第
二
項
）。

　

人
の
引
渡
し
の
名
義
お
よ
び
面
会
交
流
の
執
行
は
、
可
及
的
速
や

か
か
つ
効
果
的
に
実
施
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
親
子
関

係
事
件
手
続
に
お
け
る
優
先
性
お
よ
び
迅
速
性
の
要
求
は
、
人
の
引

渡
し
に
関
す
る
名
義
お
よ
び
面
会
交
流
執
行
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る

（
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
第
八
八
条
第
三
項
）。
た
し
か
に
、
納
得
の

い
く
合
意
に
達
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
が
執
行
を

遅
延
さ
せ
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
あ
っ
せ
ん

手
続
（V

erm
ittlungsverfahren

）
に
お
い
て
和
解
が
試
み
ら
れ
、

ま
た
は
、
試
み
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
に
、
こ
れ
に
よ
っ
て
執

行
が
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
（
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
第
九
二
条

第
三
項
）。

　

ま
た
、
迅
速
性
お
よ
び
効
率
性
の
観
点
か
ら
、
民
事
訴
訟
法
の
強

制
手
段
（
強
制
金
お
よ
び
強
制
担
保
）
が
、
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法

で
は
秩
序
措
置
（
秩
序
金
お
よ
び
秩
序
拘
禁
）
に
置
き
換
え
ら
れ
た

（
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
第
八
九
条
）。
秩
序
金
お
よ
び
秩
序
拘
禁
は
、

名
義
の
実
現
に
資
す
る
だ
け
で
な
く
、
名
義
に
包
含
さ
れ
て
い
る
義

務
の
違
反
に
対
し
て
制
裁
を
科
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら

は
、
た
と
え
ば
、
す
で
に
一
定
の
行
為
を
な
す
時
期
を
徒
過
し
て
い

る
場
合
に
、
さ
ら
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る）

24
（

。
ま
た
、
両
者
は
、
必

ず
し
も
別
個
独
立
に
命
ぜ
ら
れ
る
必
要
は
な
い
。
む
し
ろ
、
裁
判
所

は
、
す
で
に
そ
の
決
定
に
お
い
て）

25
（

、
名
義
に
違
反
し
た
場
合
の
効
果

を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
第
八
九
条

第
二
項
）。

　

執
行
に
際
し
て
も
、
国
家
に
よ
る
強
制
力
の
発
動
は
、
相
当
性
の

原
則
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
直
接
強
制
は
、
最
終
的
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な
手
段
と
し
て
の
み
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
（
家
庭
非
訟
事
件
手
続

法
第
九
〇
条
第
一
項
お
よ
び
第
二
項
第
二
文）

26
（

）。

　

子
の
引
渡
し
ま
た
は
面
会
交
流
に
関
す
る
場
合
、
国
家
は
子
の
福

祉
を
考
慮
し
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
基
本
法
第
六
条
第
二
項
）。

し
た
が
っ
て
、
子
に
対
す
る
直
接
強
制
は
、
面
会
交
流
の
執
行
に
際

し
て
は
一
般
的
に
排
除
さ
れ
（
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
第
九
〇
条
第

二
項
第
一
文
）、
ま
た
、
引
渡
執
行
に
際
し
て
は
、
強
制
力
の
行
使

が
子
の
福
祉
に
反
す
る
可
能
性
が
あ
る
か
否
か
を
個
別
事
案
ご
と
に

検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
第
九
〇
条
第

二
項
第
二
文
）。

4　

非
訟
事
件
の
そ
の
他
の
家
庭
事
件
に
お
け
る
執
行

　

非
訟
事
件
の
そ
の
他
の
家
庭
事
件
に
お
け
る
執
行
に
つ
い
て
は
、

原
則
と
し
て
、
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
執
行
法
［
の
規
定
］（
家
庭

非
訟
事
件
手
続
法
第
九
五
条
第
一
項
）
お
よ
び
そ
の
構
造
に
関
す
る

諸
原
則
が
適
用
さ
れ
る）

27
（

。

ａ　

執
行
の
根
拠

　

も
っ
と
も
、
非
訟
事
件
の
そ
の
他
の
家
庭
事
件
に
お
け
る
執
行
で

は
、
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
の
総
則
的
な
執
行
法
に
関
す
る
ル
ー
ル

が
適
用
さ
れ
る
（
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
第
九
五
条
第
一
項
に
よ
る

同
法
第
八
六
条
お
よ
び
第
八
七
条
）。
こ
の
こ
と
は
、
ま
ず
、
執
行

の
根
拠
と
し
て
の
名
義
に
妥
当
す
る
。
裁
判
所
が
下
し
た
決
定
お
よ

び
裁
判
所
が
認
可
し
た
和
解
の
ほ
か
に
、
関
係
人
が
手
続
の
対
象
を

任
意
処
分
で
き
る
場
合
に
は
、
民
事
訴
訟
法
第
七
九
四
条
に
掲
げ
ら

れ
た
名
義
が
、
執
行
の
根
拠
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
（
家
庭
非
訟
事
件

手
続
法
第
八
六
条
第
一
項
）。
こ
れ
に
は
、
た
と
え
ば
、
婚
姻
住
居

な
い
し
家
事
に
関
す
る
、
裁
判
上
の
和
解
ま
た
は
執
行
証
書
が
含
ま

れ
る）

28
（

。

　

ま
た
、
決
定
の
執
行
力
は
、
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
の
理
念
に
従

い
、
そ
の
た
め
、
決
定
の
有
効
性
に
従
う
（
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法

第
八
六
条
第
二
項
）。
家
庭
争
訟
事
件
と
は
異
な
り）

29
（

、
非
訟
事
件
に

お
け
る
家
庭
事
件
の
決
定
は
、
原
則
と
し
て
告
知
に
よ
っ
て
効
力
が

生
じ
る
（
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
第
四
〇
条
第
一
項
）。
し
か
し
、

裁
判
所
は
、
申
立
に
基
づ
き
、
債
務
者
を
保
護
す
る
た
め
に
、
金
銭

債
権
に
基
づ
く
名
義
の
執
行
を
、
確
定
前
に
排
除
す
る
こ
と
が
で
き

る
（
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
第
九
五
条
第
三
項
第
一
文
お
よ
び
第
二

文
）。
ま
た
、
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
は
、
婚
姻
住
居
お
よ
び
家
事

に
関
す
る
事
件
な
ら
び
に
暴
力
か
ら
の
保
護
に
関
す
る
事
件
に
つ
い

て
も
特
則
を
設
け
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
裁
判
は
、
裁
判
所
が
即
時

に
効
力
を
有
す
る
こ
と
を
命
じ
な
い
限
り
は
、
確
定
に
よ
っ
て
効
力

が
生
じ
る
（
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
第
二
〇
九
条
第
二
項
お
よ
び
第
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三
項
、
同
法
二
一
六
条
第
一
項
）。
も
っ
と
も
、
た
い
て
い
は
、
こ

の
手
続
に
お
い
て
仮
の
命
令
が
下
さ
れ
、
そ
の
仮
の
命
令
で
は
告
知

に
よ
っ
て
効
力
が
生
じ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
執
行
が
可
能
に
な
る
と
さ

れ
る
が
、
裁
判
所
が
さ
ら
に
そ
れ
よ
り
も
早
い
時
期
に
執
行
を
許
可

す
る
こ
と
も
あ
る
（
参
照
、
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
第
五
三
条
第
二

項
）
30
（

）。

　

執
行
文
は
、
裁
判
を
言
い
渡
し
た
家
庭
裁
判
所
が
執
行
裁
判
所
で

あ
る
と
き
は
不
要
で
あ
る
（
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
第
八
六
条
第
三

項
）。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
作
為
（
民
事
訴
訟
法
第
八
八
七
条
、
第

八
八
八
条
）、
ま
た
は
、
受
忍
も
し
く
は
不
作
為
（
民
事
訴
訟
法
第

八
九
〇
条
）
を
強
制
す
る
場
合
に
の
み
妥
当
す
る
。
金
銭
債
権
に
基

づ
く
ま
た
は
物
の
引
渡
し
を
求
め
る
執
行
は
、
執
行
官
ま
た
は
執
行

裁
判
所
の
責
任
に
お
い
て
な
さ
れ
る
の
で
、
こ
の
場
合
は
執
行
文
が

必
要
に
な
る）

31
（

。
こ
の
場
合
、
別
の
機
関
が
執
行
の
管
轄
を
有
す
る
の

で
、
強
制
執
行
の
方
式
性
の
原
則
が
無
制
限
に
妥
当
す
る
。

　

民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
の
と
同
様
に
、
強
制
執
行
は
、
送
達
が
な

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
開
始
す
る
（
家
庭
非
訟
事
件
手
続

法
第
八
七
条
第
二
項
）。

ｂ　

執
行
手
続

　

家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
第
九
五
条
第
一
項
が
民
事
訴
訟
法
を
参
照

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
執
行
方
法
は
、
名
義
の
内
容
に
応
じ
る
こ
と

に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
金
銭
債
権
に
基
づ
く
執
行
は
民
事
訴
訟
法
第

八
〇
二
ａ
条
か
ら
第
八
八
二
ｈ
条
、
物
の
引
渡
し
は
民
事
訴
訟
法
第

八
八
三
条
か
ら
第
八
八
六
条
、
作
為
は
民
事
訴
訟
法
第
八
八
七
条
、

第
八
八
八
条
、
受
忍
ま
た
は
不
作
為
の
強
制
は
民
事
訴
訟
法
第
八
九

〇
条
、
お
よ
び
、
意
思
表
示
［
の
擬
制
］
は
民
事
訴
訟
法
第
八
九
四

条
に
よ
る
。

　

し
か
し
、
民
事
訴
訟
法
の
規
律
は
、
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
に
お

け
る
特
則
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
、
一
方
で
は
、

親
子
関
係
の
調
査
の
た
め
の
サ
ン
プ
ル
を
採
取
す
る
こ
と
を
受
忍
す

る
場
合
が
あ
る
（
民
法
一
五
九
八
ａ
条
）。
こ
の
種
の
名
義
は
、
サ

ン
プ
ル
採
取
の
方
法
が
義
務
者
に
期
待
で
き
な
い
場
合
に
は
、
執
行

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
第
九
六
ａ
条
第
一

項
）。
し
か
し
、
サ
ン
プ
ル
採
取
の
拒
否
が
正
当
化
で
き
な
い
場
合
、

最
終
的
に
は
、
直
接
強
制
も
検
討
さ
れ
る
（
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法

第
九
六
ａ
条
第
二
項
）。

　

他
方
で
、
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
第
九
六
条
は
、
婚
姻
住
居
お
よ

び
暴
力
か
ら
の
保
護
に
関
す
る
事
件
に
つ
い
て
特
則
を
定
め
て
い
る
。
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Ⅲ　

家
庭
事
件
に
お
け
る
外
国
裁
判
の
執
行

1　

基
本
構
造

　

家
庭
事
件
に
お
け
る
外
国
の
裁
判
は
、
そ
れ
が
承
認
さ
れ
る
場
合

に
は
、
ド
イ
ツ
に
法
的
効
果
を
拡
張
す
る
。
外
国
の
裁
判
を
ド
イ
ツ

で
執
行
す
べ
き
と
き
は
、
承
認
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
外
国
の

裁
判
は
、
ド
イ
ツ
の
執
行
法
体
系
に
移
行
さ
れ
、
組
み
込
ま
れ
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
、
執
行
許
可
手
続

（Exequaturverfahren

）
ま
た
は
機
能
的
に
そ
れ
と
同
等
の
手
続

を
通
じ
て
、
外
国
裁
判
を
〝
帰
化N

ostrifikation

〟
さ
せ
、
ド
イ

ツ
に
お
い
て
外
国
裁
判
の
執
行
力
を
創
出
す
る
こ
と
で
な
さ
れ
る）

32
（

。

　

外
国
裁
判
の
承
認
お
よ
び
執
行
は
、
ま
さ
し
く
家
庭
事
件
の
領
域

で
は
、
長
年
に
わ
た
っ
て
、
ハ
ー
グ
国
際
私
法
会
議
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

連
合
に
お
い
て
国
際
的
調
和
の
対
象
と
し
て
議
論
さ
れ
て
き
た
。
外

国
裁
判
が
、
Ｅ
Ｕ
構
成
国
ま
た
は
国
際
条
約
の
締
約
国
で
下
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
と
き
は
、
Ｅ
Ｕ
法
な
い
し
は
条
約
法
が
優
先
し
、
そ
れ

に
関
係
す
る
ド
イ
ツ
の
実
施
法
が
こ
れ
を
補
充
す
る
。
こ
れ
に
対
し

て
、
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
に
お
け
る
ド
イ
ツ
固
有
法
の
規
律
（
家

庭
非
訟
事
件
手
続
法
第
一
〇
七
条
か
ら
第
一
一
〇
条
）
は
、
原
則
と

し
て
劣
後
的
に
適
用
さ
れ
、
こ
の
こ
と
は
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
第

九
七
条
が
宣
言
的
に
示
し
て
い
る）

33
（

。
し
か
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
お
よ

び
国
際
的
ル
ー
ル
は
、［
国
家
間
の
］
裁
判
の
自
由
な
移
動

（Freizügigkeit

）
を
困
難
に
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
容
易
に

す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
承
認
に
際
し
て
は
、

有
利
性
の
原
則
が
適
用
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
具
体
的
事
案
に
お
い

て
疑
わ
し
い
と
き
は
、
承
認
に
有
利
な
枠
組
み
が
用
い
ら
れ
る）

34
（

。

　

さ
ら
に
、
国
際
的
な
法
的
手
段
は
、
そ
れ
ぞ
れ
特
定
の
タ
イ
プ
の

家
庭
事
件
の
み
を
扱
っ
て
お
り
、
ま
た
、
多
数
に
及
ぶ
た
め
、
本
報

告
で
は
、
ま
ず
補
充
的
に
適
用
さ
れ
る
ド
イ
ツ
固
有
法
を
説
明
し
、

国
際
的
な
法
的
手
段
に
つ
い
て
は
概
要
を
述
べ
る
こ
と
に
と
ど
め
る
。

2　

ド
イ
ツ
固
有
法

　

こ
こ
で
基
礎
に
お
か
れ
て
い
る
（
ド
イ
ツ
法
上
の
）
意
味
に
お
け

る
）
35
（

、
家
庭
事
件
の
外
国
裁
判
は
、
ド
イ
ツ
で
は
家
庭
非
訟
事
件
手
続

法
第
一
〇
七
条
か
ら
第
一
〇
九
条
に
従
い
承
認
さ
れ
、
同
法
一
一
〇

条
に
従
い
ド
イ
ツ
で
執
行
が
可
能
で
あ
る
。

ａ　

承　

認

　

承
認
に
つ
い
て
は
、
二
つ
の
体
系
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
婚
姻
事

件
の
外
国
裁
判
は
、
か
な
ら
ず
、
強
制
的
承
認
手
続
を
経
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
（
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
第
一
〇
七
条
）。
一
八
歳
未
満
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の
子
の
養
子
に
関
す
る
外
国
裁
判
も
同
様
で
あ
る
（
家
庭
非
訟
事
件

手
続
法
第
一
〇
八
条
第
一
項
、
外
国
法
に
よ
る
養
子
縁
組
に
関
す
る

法
律A

dW
irkG

第
一
条
第
二
項
）。
そ
の
他
の
す
べ
て
の
外
国
裁

判
は
、
法
律
に
基
づ
い
て
承
認
さ
れ
る
が
、
そ
の
際
に
は
、
必
要
に

応
じ
て
承
認
手
続
が
実
施
さ
れ
る
（
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
第
一
〇

八
条
）。

　

外
国
裁
判
の
承
認
に
関
す
る
実
質
的
要
件
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
い

ず
れ
に
つ
い
て
も
、
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
第
一
〇
九
条
か
ら
明
ら

か
に
な
る
。
承
認
拒
否
事
由
を
規
定
し
て
い
る
法
律
の
規
定
か
ら
明

ら
か
な
よ
う
に
、
承
認
が
原
則
で
あ
り
、
不
承
認
が
例
外
で
あ
る）

36
（

。

そ
の
際
、
本
案
の
再
審
査
は
、
一
般
的
に
排
除
さ
れ
て
い
る
（
家
庭

非
訟
事
件
手
続
法
第
一
〇
九
条
第
五
項
）。

　

承
認
の
要
件
は
、
第
一
に
、
外
国
裁
判
所
の
裁
判
で
あ
る
こ
と
で

あ
る
。
外
国
裁
判
は
、
裁
判
を
行
っ
た
国
の
法
に
従
っ
て
そ
の
効
力

を
拡
張
す
る
が
、
形
式
的
に
確
定
し
て
い
る
必
要
は
な
い
。
第
一
一

〇
条
第
三
項
第
二
文
は
、
執
行
可
能
性
に
つ
い
て
の
み
形
式
的
確
定

を
要
求
し
て
い
る）

37
（

。
反
対
に
、
既
判
力
は
承
認
の
条
件
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
が
導
か
れ
る）

38
（

。

　

承
認
拒
否
事
由
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
承
認
は
認
め
ら
れ
な
い
。

こ
れ
ら
の
事
由
は
、
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
第
一
〇
九
条
に
お
い
て

網
羅
的
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る）

39
（

。

―
―　

外
国
裁
判
所
が
、
ド
イ
ツ
法
の
観
点
か
ら
国
際
裁
判
管

轄
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
と
き
（
承
認
管
轄
の
不
存

在
）、
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
第
一
〇
九
条
第
一
項
第

一
号
、
婚
姻
お
よ
び
生
活
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
事
件
に

つ
い
て
は
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
第
一
〇
九
条
第
二
項

お
よ
び
第
三
項
に
よ
る
修
正
が
な
さ
れ
て
い
る

―
―　

手
続
開
始
時
に
関
係
者
の
法
的
審
問
が
無
視
さ
れ
た
と

き
、
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
第
一
〇
九
条
第
一
項
第
二

号

―
―　

外
国
裁
判
所
が
、
内
国
訴
訟
係
属
を
無
視
し
た
と
き
、

家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
第
一
〇
九
条
第
一
項
第
三
号

―
―　

外
国
の
裁
判
が
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
ま
た
は
ド
イ
ツ
で
承

認
さ
れ
る
べ
き
先
行
す
る
外
国
裁
判
と
抵
触
す
る
と
き
、

家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
第
一
〇
九
条
第
一
項
第
三
号

―
―　

外
国
裁
判
が
ド
イ
ツ
の
公
序
に
反
す
る
と
き
、
家
庭
非

訟
事
件
手
続
法
第
一
〇
九
条
第
一
項
第
四
号

　

さ
ら
に
、
家
庭
争
訟
事
件
お
よ
び
特
定
の
そ
の
他
の
家
庭
事
件
に

つ
い
て
は
、
裁
判
国
と
相
互
保
証
を
有
し
な
い
場
合
、
す
な
わ
ち
、

当
該
国
が
ド
イ
ツ
で
下
さ
れ
た
同
種
の
裁
判
を
承
認
し
な
い
場
合
に
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は
、
承
認
が
拒
否
さ
れ
る）

40
（

。
こ
れ
は
、
原
則
と
し
て
、
個
別
事
案
ご

と
に
確
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
く
わ
え
て
、
扶
養
を

め
ぐ
る
裁
判
に
つ
い
て
は
、
相
互
保
証
は
、
連
邦
司
法
省
も
正
式
に

確
定
す
る
こ
と
が
あ
る
（
外
国
扶
養
法
Ａ
Ｕ
Ｇ
第
一
条
第
一
文
第
三

号
お
よ
び
第
二
文）

41
（

）。

　

一
八
歳
未
満
の
子
の
養
子
に
関
す
る
外
国
裁
判
に
つ
い
て
は
、
外

国
法
に
よ
る
養
子
縁
組
に
関
す
る
法
律
が）

42
（

、
補
充
規
定
を
有
し
て
い

る
（
参
照
、
外
国
法
に
よ
る
養
子
縁
組
に
関
す
る
法
律
第
四
条
お
よ

び
第
七
条）

43
（

）。
外
国
の
扶
養
裁
判
は
、
そ
の
国
が
相
互
保
証
を
有
す

る
こ
と
が
正
式
に
確
定
し
て
い
る
場
合
は
、
ま
ず
、
外
国
扶
養
法
が

適
用
さ
れ
る
（
参
照
、
外
国
扶
養
法
第
一
条
第
一
文
第
三
号
）。

ｂ　

執　

行

　

か
な
ら
ず
し
も
す
べ
て
の
家
庭
事
件
の
裁
判
（Entscheidung

）

が
、
執
行
可
能
な
内
容
を
有
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
外
国
離
婚

判
決
（Scheidungsurteile

）
お
よ
び
そ
の
他
の
形
成
判
決

（G
estaltungsurteile

）

ま

た

は

確

認

判

決

（Feststellungsurteile

）
は
、
承
認
さ
れ
る
こ
と
で
そ
の
効
力
が

拡
張
さ
れ
る）

44
（

。

　

外
国
裁
判
が
執
行
可
能
な
内
容
を
有
し
、
か
つ
、
ド
イ
ツ
で
執
行

さ
れ
る
べ
き
と
き
に
は
、
い
ず
れ
に
し
て
も
そ
の
裁
判
の
承
認
が
前

提
と
な
る
（
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
第
一
一
〇
条
第
一
項
）。
さ
ら

に
、
外
国
裁
判
が
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
第
九
五
条
第
一
項
に
い
う

義
務
を
言
い
渡
す
場
合
に
は
、
法
律
は
執
行
宣
言
（Exequatur

）

を
要
求
し
て
い
る
（
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
第
一
一
〇
条
第
二
項
）。

そ
こ
か
ら
反
対
に
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
は
必
要
で
は
な
い
こ
と
が

導
か
れ
る）

45
（

。

　

し
た
が
っ
て
、
外
国
裁
判
が
非
訟
事
件
の
そ
の
他
の
家
庭
事
件
で

ド
イ
ツ
に
お
い
て
執
行
さ
れ
る
べ
き
と
き
に
は
、
そ
の
よ
う
な
裁
判

の
執
行
は
す
べ
て
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
第
九
五
条
に
従
っ
て
裁
判

が
な
さ
れ
る
の
で
、
執
行
宣
言
が
必
要
で
あ
る）

46
（

。

　

し
か
し
、
家
庭
争
訟
事
件
の
裁
判
も
ま
た
執
行
可
能
で
あ
る
と
宣

言
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
ど
う
か
は
、
法
律
か
ら
直
ち
に
導

き
出
せ
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
家
庭
争
訟
事
件
の
裁
判

が
執
行
力
を
有
す
る
場
合
、
確
か
に
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
第
九
五

条
第
一
項
に
い
う
義
務
を
有
す
る
も
の
の
、
そ
の
執
行
は
同
条
に
よ

る
の
で
は
な
く
、
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
第
一
二
〇
条
に
定
め
ら
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
裁
判
を
家
庭
非
訟
事
件
手
続

法
第
一
一
〇
条
第
二
項
か
ら
除
外
す
る
と
、
た
と
え
ば
、
外
国
の
扶

養
裁
判
に
つ
い
て
は
、
執
行
宣
言
は
不
要
と
な
る
。
し
か
し
、
立
法

者
は
、
明
ら
か
に
こ
れ
と
異
な
る
立
場
で
あ
る）

47
（

。
ま
た
、
外
国
扶
養

法
第
六
四
条
第
一
項
第
一
文
は
、
相
互
保
証
を
有
す
る
こ
と
が
連
邦
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司
法
省
に
よ
っ
て
正
式
に
確
定
し
て
い
る
［
国
の
］
扶
養
名
義
に
つ

い
て
、
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
第
一
一
〇
条
第
二
項
に
よ
る
こ
と
を

明
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
家
庭
争
訟
事
件
に
関
す
る
外
国
裁

判
も
ま
た
、
そ
の
内
容
に
応
じ
て
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

外
国
裁
判
が
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
第
九
五
条
第
一
項
に
い
う
類
の

義
務
を
有
す
る
場
合
、
そ
の
裁
判
は
執
行
可
能
で
あ
る
と
宣
言
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
結
論
と
し
て
、
と
く
に
子
の

引
渡
し
に
関
す
る
裁
判
お
よ
び
面
会
交
流
の
裁
判
は
、
執
行
宣
言
を

要
す
る
こ
と
な
く
執
行
が
可
能
で
あ
る）

48
（

。

　

そ
し
て
、
上
述
の
よ
う
に
、
実
際
の
執
行
は
、
家
庭
非
訟
事
件
手

続
法
の
執
行
ル
ー
ル
に
従
っ
て
定
ま
る
。

3　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
お
よ
び
国
際
条
約）

11
（

ａ　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法

　

ド
イ
ツ
固
有
法
に
優
先
す
る
の
は
、
ま
ず
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
の

法
、
い
わ
ゆ
る
Ｅ
Ｕ
法
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
の
複
数
の
規
則

が
、
と
く
に
、
あ
る
構
成
国
が
下
し
た
家
庭
事
件
に
関
す
る
裁
判
の
、

他
の
構
成
国
に
お
け
る
承
認
お
よ
び
執
行
を
定
め
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
規
則
は
、
す
べ
て
の
Ｅ
Ｕ
構
成
国
に
対
し
て
直
接
適
用
さ
れ
る
法

で
あ
る
が
（
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
第
二
八
八
条
第
二
項）

50
（

）、
あ
る
構
成
国

が
例
外
的
に
除
外
さ
れ
て
い
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い）

51
（

。

　

そ
こ
で
、
婚
姻
お
よ
び
親
子
関
係
事
件
の
承
認
お
よ
び
―
―
裁
判

が
執
行
可
能
な
内
容
を
有
す
る
場
合
の
―
―
執
行
は
、
Ｅ
Ｕ
域
内
で

は
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
（
Ⅱ
ｂ
）
規
則
に
従
っ
て
定
ま
る）

52
（

（
同
規
則
第

三
〇
条
以
下
）。
夫
婦
財
産
事
件
の
裁
判
に
つ
い
て
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
夫
婦
財
産
規
則
（EuEheGüV

O

）
53
（

）
な
い
し
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
登
録
パ

ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
規
則
（EuPartGüV

O

）
54
（

）（
規
則
第
三
六
条
以
下
）、

暴
力
保
護
事
件
に
お
け
る
保
護
措
置
に
つ
い
て
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
保
護

規
則
（EU

-Schutzm
aßnahm

en-V
O

）
55
（

）（
同
規
則
第
四
条
以
下
）

お
よ
び
扶
養
の
名
義
に
つ
い
て
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
扶
養
規
則

（EuU
ntV

O

）
56
（

）（
同
規
則
第
一
六
条
以
下
）
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
こ
れ
ら
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
上
の
手
段
は
、
関
係
す
る
規
則

（
法
律
上ex lege

）
を
通
じ
て
直
接
的
に
外
国
裁
判
が
承
認
さ
れ
る

と
い
う
点
に
特
徴
が
あ
る
。
執
行
力
も
ま
た
、
多
く
の
場
合
、
法
律

上
、
す
べ
て
の
構
成
国
に
拡
張
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
諸
規
則
は
、
ド

イ
ツ
固
有
法
と
比
較
す
る
と
、
部
分
的
に
明
ら
か
に
承
認
拒
否
事
由

を
制
限
し
て
い
る）

57
（

。

ｂ　

条
約
法

　

外
国
で
下
さ
れ
た
家
庭
事
件
の
裁
判
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
関

係
す
る
国
際
条
約
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
で
承
認
・
執
行
が
な
さ
れ
る
こ

と
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
二
国
間
条
約
の
ほ
か
に
、
子
の



法学研究 97 巻 12 号（2024：12）

98

保
護
に
関
す
る
ハ
ー
グ
条
約
（K

SÜ

）
58
（

）（
同
条
約
二
三
条
以
下
）、

未
成
年
者
の
養
子
に
関
す
る
ハ
ー
グ
条
約
（H

A
doptÜ

）
59
（

）（
ハ
ー
グ

国
際
養
子
縁
組
条
約
第
二
三
条
以
下
）、
そ
し
て
、
扶
養
に
関
す
る

複
数
の
条
約
（
二
〇
〇
七
年
ハ
ー
グ
国
際
扶
養
条
約）

60
（

、
一
九
七
三
年

ハ
ー
グ
国
際
扶
養
条
約）

61
（

お
よ
び
一
九
五
八
年
ハ
ー
グ
国
際
扶
養
条

約
）
62
（

）
が
考
慮
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
ス
イ
ス
お
よ
び
ア

イ
ス
ラ
ン
ド
で
下
さ
れ
た
扶
養
名
義
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
国
が

Ｅ
Ｕ
と
締
結
し
た
、
二
〇
〇
七
年
ル
ガ
ノ
条
約
が
適
用
さ
れ
る）

63
（

。

　

こ
れ
ら
の
条
約
も
、
外
国
裁
判
の
［
国
家
間
に
お
け
る
］
自
由
な

移
動
を
容
易
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
外
国
裁
判
の
承
認
お
よ

び
執
行
を
定
め
て
い
る
。
し
か
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
の
規
律
と
対
比

す
る
と
、
こ
れ
ら
の
条
約
は
、
そ
れ
ほ
ど
［
承
認
・
執
行
の
］
簡
易

化
に
は
踏
み
込
ん
で
い
な
い）

64
（

。

ｃ　

ド
イ
ツ
の
実
施
法

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
の
規
則
は
、
Ｅ
Ｕ
法
に
基
づ
き
、
ド
イ
ツ
に
お
い

て
も
直
接
適
用
さ
れ
る
が
（
機
能
条
約
第
二
八
八
条
第
二
項
）、
国

際
条
約
は
、
ド
イ
ツ
の
批
准
法
（Ratifikationsgesetz

）
に
よ
っ

て
、
ド
イ
ツ
法
に
組
み
込
ま
れ
る
。
い
か
な
る
要
件
の
下
で
外
国
の

裁
判
お
よ
び
そ
の
他
の
名
義
が
ド
イ
ツ
に
お
い
て
承
認
さ
れ
、
そ
し

て
執
行
さ
れ
る
の
か
は
、
実
施
法
が
定
め
て
い
る
。
ド
イ
ツ
の
実
施

法
、
す
な
わ
ち
、
国
際
家
庭
事
件
手
続
法
（IntFam

RV
G

）
65
（

）、
外
国

法
に
よ
る
養
子
縁
組
の
効
力
に
関
す
る
法
律
（A

dW
irG

）
お
よ
び

外
国
扶
養
法
（A

U
G

）
は
、
補
充
規
定
を
有
し
て
い
る
。
外
国
の

名
義
が
執
行
力
を
有
し
、
か
つ
、
ド
イ
ツ
で
執
行
さ
れ
る
べ
き
と
き

は
、
実
際
の
執
行
は
、
上
述
の
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
の
執
行
規
定

に
従
う
。

Ⅳ　

個
別
問
題

　

最
後
に
、
現
在
問
題
と
な
っ
て
い
る
二
つ
の
領
域
に
つ
い
て
、
詳

し
く
述
べ
る
。

1　

私
的
離
婚
（Privatscheidung

）

　

外
国
で
な
さ
れ
た
離
婚
は
、
ド
イ
ツ
に
も
権
利
形
成
的
効
果

（rechtsgestaltende W
irkung

）
が
拡
張
さ
れ
る
の
か
、
す
な
わ

ち
承
認
さ
れ
る
べ
き
か
否
か
と
い
う
問
題
が
重
要
で
あ
る）

66
（

。

ａ　

ド
イ
ツ
固
有
法

　

ド
イ
ツ
固
有
法
（
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
第
一
〇
七
条
）
に
よ
る

と
、
婚
姻
が
「
裁
判
」
を
通
じ
て
解
消
し
た
場
合
に
、
外
国
の
離
婚

は
承
認
さ
れ
る）

67
（

。
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裁
判
所
ま
た
は
国
家
の
官
署
が
、
婚
姻
そ
の
も
の
を
解
消
し
、
ま

た
は
法
律
行
為
に
よ
る
私
的
離
婚
に
創
設
的
に
関
与
し
て
い
た
場
合

は
、
こ
の
こ
と
は
ま
さ
し
く
当
て
は
ま
る
。
こ
の
場
合
、
婚
姻
解
消

に
つ
い
て
、
外
国
裁
判
所
ま
た
は
外
国
官
署
に
よ
る
創
設
的

（konstitutiv
）
な
判
断
と
い
う
法
的
効
果
が
問
題
と
な
る
。
ど
の

よ
う
な
効
果
が
ド
イ
ツ
に
お
い
て
そ
の
判
断
に
認
め
ら
れ
る
の
か
は
、

家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
第
一
〇
七
条
に
基
づ
く
手
続
に
お
い
て
審
査

さ
れ
、
対
世
効
を
伴
っ
て
（m

it W
irkung erga om

nes

）
判
断

さ
れ
る
。
婚
姻
を
解
消
す
る
外
国
の
裁
判
は
創
設
的
で
あ
る
の
で
、

家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
第
一
〇
九
条
の
基
準
に
よ
り
判
断
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
最
終
的
に
は
、
こ
の
外
国
裁
判
は
手
続
的
［
ア
プ
ロ

ー
チ
に
よ
る
］
承
認
が
問
題
と
な
る）

68
（

。

　

も
っ
と
も
、
外
国
裁
判
所
ま
た
は
外
国
官
署
が
、
公
証
的
に
ま
た

は
登
録
上
関
与
す
る
に
す
ぎ
な
い
場
合
、
そ
の
関
与
は
た
ん
に
宣
言

的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
国
家
の
関
与
が
な

さ
れ
る
と
、
そ
の
婚
姻
解
消
の
法
的
効
果
は
、
同
様
に
家
庭
非
訟
事

件
手
続
法
第
一
〇
七
条
に
よ
る
手
続
に
お
い
て
審
査
さ
れ
、
対
世
効

を
伴
っ
て
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る）

69
（

。
だ
が
、
そ
の
効
力
は
ド
イ
ツ

で
は
法
律
行
為
に
基
づ
く
離
婚
が
有
効
で
あ
る
こ
と
に
の
み
か
か
ら

し
め
ら
れ
る
た
め
、
ド
イ
ツ
法
の
観
点
か
ら
適
用
す
べ
き
離
婚
の
準

拠
実
体
法
、
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
の
抵
触
法
に
従
っ
て
確
定
さ
れ
る

べ
き
離
婚
の
準
拠
法
に
従
っ
て
審
査
さ
れ
る）

70
（

。
こ
の
こ
と
は
、
た
と

え
ば
、
戸
籍
へ
の
記
載
に
際
し
て
日
本
の
戸
籍
を
扱
う
官
署
に
よ
っ

て
形
式
的
に
の
み
審
査
が
な
さ
れ
る
、
日
本
法
に
よ
る
協
議
離
婚
に

つ
い
て
も
妥
当
す
る
も
の
で
あ
る）

71
（

。

　

そ
の
よ
う
な
裁
判
所
ま
た
は
官
署
の
関
与
が
な
い
私
的
離
婚
は
、

対
世
効
を
伴
う
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
第
一
〇
七
条
に
よ
る
手
続
で

は
承
認
さ
れ
な
い
。
そ
の
効
力
は
、
ド
イ
ツ
で
は
個
々
の
事
案
に
応

じ
て
関
係
す
る
離
婚
の
準
拠
法
に
し
た
が
っ
て
判
断
さ
れ
る）

72
（

。

ｂ　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法

　

私
的
離
婚
が
Ｅ
Ｕ
域
内
で
承
認
さ
れ
る
べ
き
か
否
か
は
、
長
い
間

争
わ
れ
て
き
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
は
、
二
〇
一
七
年
に
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
判
決
を
下
し
た
。
す
な
わ
ち
、
当
時
ま
だ
適
用
さ
れ

て
い
た
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
（
Ⅱ
ａ
）
規
則
は）

73
（

、
国
家
裁
判
所
も
し
く
は

国
家
の
官
署
ま
た
は
そ
の
管
理
の
下
で
下
さ
れ
た
〝
裁
判
〟
に
よ
る

離
婚
の
み
を
対
象
と
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た）

74
（

。
私
見
に
よ
れ
ば
、

［
こ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
判
決
は
］
裁
判
所
ま
た
は
官
署
が

離
婚
に
創
設
的
に
関
与
し
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
、
家
庭
非
訟
事

件
手
続
法
第
一
〇
七
条
、
第
一
〇
九
条
に
基
づ
き
手
続
的
に
承
認
す

る
ド
イ
ツ
法
の
基
準
と
の
類
似
性
が
明
確
に
認
識
で
き
る
も
の
で
あ

る
。
こ
の
問
題
は
必
ず
し
も
容
易
に
回
答
で
き
る
も
の
で
は
な
い
た
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め
、
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
私
的
離
婚
に
際
し
て
の
戸
籍
吏
の
関
与
に

関
す
る
、
そ
の
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
判
決
を
示
す
こ
と
に

す
る）

75
（

。
こ
の
事
件
で
の
戸
籍
吏
は
協
議
離
婚
を
認
証
し
た
だ
け
で
な

く
、
合
意
が
法
律
が
定
め
る
要
件
を
充
足
し
て
い
た
か
否
か
を
も
内

容
的
に
審
査
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
は
、

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
（
Ⅱ
ａ
）
規
則
に
従
っ
て
承
認
さ
れ
る
べ
き
裁
判
で

あ
る
と
判
断
し
た
。

　

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
（
Ⅱ
ｂ
）
規
則
は
、
二
〇
二
二
年
一
月
一
日
か
ら

適
用
さ
れ
て
い
る
が
（
同
規
則
第
一
〇
〇
条
、
第
一
〇
五
条
）、
裁

判
の
承
認
に
際
し
て
、
前
述
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
の
立
場
に

従
っ
て
い
る）

76
（

。
さ
ら
に
、
同
規
則
は
、
い
ま
や
離
婚
合
意

（Scheidungsvereinbarung

）
の
承
認
を
明
示
的
に
定
め
て
い
る

（
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
（
Ⅱ
ｂ
）
規
則
第
六
四
条
以
下）

77
（

）。
要
件
と
な
る
の

は
、
私
的
離
婚
が
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
（
Ⅱ
ｂ
）
規
則
に
よ
り
離
婚
の
国

際
裁
判
管
轄
を
有
し
て
い
る
構
成
国
で
登
録
が
な
さ
れ
た
こ
と
、
お

よ
び
私
的
離
婚
が
当
該
構
成
国
に
お
い
て
有
効
で
あ
る
こ
と
で
あ
る

（
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
（
Ⅱ
ｂ
）
規
則
第
六
五
条
第
一
項
）。
こ
れ
は
、
登

録
地
法
に
従
う
。
私
的
離
婚
が
登
録
地
国
で
有
効
で
あ
り
登
録
が
な

さ
れ
、
か
つ
、
登
録
地
国
が
相
応
の
認
証
を
付
与
し
た
場
合
（
ブ
リ

ュ
ッ
セ
ル
（
Ⅱ
ｂ
）
規
則
第
六
六
条
）、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
（
Ⅱ
ｂ
）

規
則
第
六
八
条
第
一
項
の
定
め
る
承
認
拒
否
事
由
が
存
在
し
な
い
限

り
、
私
的
離
婚
は
他
の
す
べ
て
の
構
成
国
に
効
力
を
拡
張
す
る
。
他

の
構
成
国
の
抵
触
法
や
こ
れ
に
基
づ
く
離
婚
の
準
拠
法
は
問
題
と
は

な
ら
な
い
。

2　

面
会
交
流
の
合
意

　

両
親
が
別
れ
た
後
の
子
と
の
面
会
交
流
に
関
す
る
合
意
は
、
実
務

上
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
国
内
で
は
、
面
会
交
流
の
合
意
は
、

和
解
の
方
式
で
な
さ
れ
、
か
つ
、
家
庭
裁
判
所
が
認
証
し
た
場
合
に

は
、
執
行
が
可
能
で
あ
る
（
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
第
八
六
条
第
一

項
第
三
号
）。
そ
の
場
合
、
執
行
は
、
子
の
常
居
所
が
あ
る
家
庭
裁

判
所
が
行
う）

78
（

。
外
国
に
在
住
す
る
両
親
が
面
会
交
流
の
合
意
を
し
た

場
合
に
、
そ
の
外
国
の
合
意
を
ド
イ
ツ
で
執
行
す
べ
き
と
き
に
は
、

面
会
交
流
の
合
意
が
Ｅ
Ｕ
構
成
国
に
お
い
て
な
さ
れ
た
の
か
（
後
述

ｂ
）、
そ
れ
と
も
第
三
国
で
な
さ
れ
た
の
か
（
後
述
ａ
）
が
問
題
と

な
る
。

ａ　

ド
イ
ツ
固
有
法

　

外
国
の
面
会
交
流
ル
ー
ル
は
、
そ
れ
が
裁
判
所
ま
た
は
官
署
に
よ

っ
て
〝
裁
判
〟
で
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
ド
イ
ツ
で
は
家
庭
非
訟
事

件
手
続
法
第
一
〇
八
条
第
一
項
、
第
一
〇
九
条
に
従
い
法
律
に
基
づ

き
手
続
的
に
承
認
さ
れ
、
ま
た
、
家
庭
非
訟
事
件
手
続
法
第
一
一
〇
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条
に
従
い
同
様
に
法
律
に
基
づ
き
執
行
が
可
能
と
な
る）

79
（

。

　

し
た
が
っ
て
、
両
親
に
よ
っ
て
外
国
で
な
さ
れ
た
私
的
な
面
会
交

流
の
合
意
は
、
た
と
え
そ
の
国
で
は
執
行
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、

［
ド
イ
ツ
で
執
行
す
る
に
は
］
不
十
分
で
あ
る
。
重
要
で
あ
る
の
は
、

外
国
裁
判
所
ま
た
は
外
国
官
署
が
合
意
を
内
容
に
関
し
て
審
査
し
認

証
し
た
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
創
設
的
な
判
断
の
み
が
ド
イ
ツ
に
お
い

て
承
認
さ
れ
、
そ
し
て
執
行
さ
れ
る
の
で
あ
る）

80
（

。
こ
の
点
に
関
し
て

要
求
さ
れ
る
の
は
、
と
く
に
、
外
国
裁
判
所
な
い
し
官
署
が
、
ド
イ

ツ
法
の
観
点
か
ら
国
際
裁
判
管
轄
を
有
し
て
い
た
こ
と
で
あ
り
（
家

庭
非
訟
事
件
手
続
法
第
一
〇
九
条
第
一
項
第
一
号
、
第
九
八
条
第
三

項
、
第
九
九
条
）、
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば
、
そ
の
地
に
子
が
常

居
所
を
有
し
て
い
た
か
、
あ
る
い
は
、
そ
の
地
で
離
婚
が
な
さ
れ
た

こ
と
で
あ
る
。

ｂ　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法

　

面
会
交
流
に
関
す
る
裁
判
は
、
す
で
に
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
（
Ⅱ
ａ
）

規
則
第
四
〇
条
以
下
に
従
っ
て
法
律
上
承
認
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
た

の
み
な
ら
ず
、
裁
判
を
下
し
た
外
国
の
認
証
に
よ
っ
て
法
律
に
基
づ

い
て
執
行
が
可
能
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
執
行
は
、
そ
の
後
に
下
さ

れ
た
裁
判
と
矛
盾
抵
触
す
る
場
合
に
の
み
、
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き

た
。
実
際
の
執
行
は
、
各
国
の
国
内
法
に
従
っ
て
な
さ
れ
た
。
裁
判

所
ま
た
は
官
署
に
よ
っ
て
審
査
さ
れ
認
証
さ
れ
た
両
親
に
よ
る
合
意

に
つ
い
て
も
、
こ
の
こ
と
は
す
べ
て
妥
当
し
た
。
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル

（
Ⅱ
ｂ
）
規
則
は
基
本
的
に
こ
の
こ
と
を
維
持
し
て
い
る
（
参
照
、

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
（
Ⅱ
ｂ
）
規
則
第
四
二
条
以
下）

81
（

）。

　

し
か
し
、
面
会
交
流
の
合
意
［
に
関
す
る
規
律
］
に
つ
い
て
変
更

が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
述
べ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
面

会
交
流
の
合
意
が
構
成
国
に
お
い
て
執
行
力
の
あ
る
公
の
証
書
ま
た

は
そ
の
他
の
執
行
可
能
な
当
事
者
の
合
意
に
含
ま
れ
て
い
る
場
合
、

〝
裁
判
と
同
じ
要
件
の
も
と
〟
で
他
の
す
べ
て
の
構
成
国
に
お
い
て

承
認
さ
れ
、
執
行
が
可
能
で
あ
っ
た
（
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
（
Ⅱ
ａ
）
規

則
第
四
六
条
）。
し
か
し
、
面
会
交
流
の
裁
判
に
関
す
る
特
則
は
、

こ
の
合
意
に
は
適
用
さ
れ
ず
（
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
（
Ⅱ
ａ
）
規
則
第
四

一
条
）、
執
行
宣
言
に
必
要
な
一
般
規
定
が
適
用
さ
れ
た
（
ブ
リ
ュ

ッ
セ
ル
（
Ⅱ
ａ
）
規
則
第
二
八
条
以
下）

82
（

）。

　

現
在
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
（
Ⅱ
ｂ
）
規
則
は
、
公
の
証
書
お
よ
び
当

事
者
の
合
意
に
つ
い
て
本
質
的
に
包
括
的
な
規
律
を
有
し
て
い
る

（
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
（
Ⅱ
ｂ
）
規
則
第
六
四
条
以
下
）。
現
在
で
は
、
面

会
交
流
の
合
意
に
つ
い
て
も
、
執
行
宣
言
は
必
要
と
さ
れ
な
く
な
っ

た
。
す
な
わ
ち
、
面
会
交
流
の
合
意
が
外
国
に
お
い
て
公
の
証
書
ま

た
は
当
事
者
の
合
意
と
し
て
作
成
さ
れ
、
そ
の
地
の
法
に
よ
る
と
執

行
が
可
能
で
あ
り
、
ま
た
、
当
該
外
国
が
相
応
の
認
証
を
付
与
し
て
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い
る
と
き
は
、
そ
の
合
意
は
他
の
す
べ
て
の
構
成
国
に
お
い
て
法
律

上
承
認
さ
れ
、
ま
た
、
法
律
上
執
行
可
能
で
あ
る
（
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル

（
Ⅱ
ｂ
）
規
則
第
六
五
条
第
二
項
、
第
六
六
条）

83
（

）。

　

承
認
拒
否
事
由
は
、
独
自
に
定
め
ら
れ
て
い
る
（
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル

（
Ⅱ
ｂ
）
規
則
第
六
八
条
第
二
項
）。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
、
執
行
の

根
拠
と
し
て
の
証
書
を
発
行
し
た
外
国
が
管
轄
を
有
し
て
い
な
い
こ

と
は
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
（
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
（
Ⅱ
ｂ
）
規
則
第
六
六

条
）。
他
方
で
、
公
の
証
書
ま
た
は
当
事
者
の
合
意
の
承
認
お
よ
び

執
行
は
、
外
国
が
公
の
証
書
の
作
成
ま
た
は
認
証
に
つ
い
て
ブ
リ
ュ

ッ
セ
ル
（
Ⅱ
ｂ
）
規
則
七
条
以
下
に
よ
り
管
轄
を
有
し
て
い
る
こ
と

を
前
提
と
し
て
い
る
（
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
（
Ⅱ
ｂ
）
規
則
第
六
四
条
お

よ
び
第
六
六
条
）。
さ
ら
に
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
（
Ⅱ
ｂ
）
規
則
第
六

九
条
は
、〝
裁
判
所
の
管
轄
〟
を
再
審
査
す
る
こ
と
の
み
を
禁
止
し

て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
裁
判
の
み
を
対
象
と
し
て
お
り
、
公
の
証

書
ま
た
は
当
事
者
の
合
意
に
関
す
る
認
証
に
は
妥
当
し
な
い）

84
（

。
し
た

が
っ
て
、
公
の
証
書
の
作
成
ま
た
は
認
証
に
つ
い
て
外
国
の
管
轄
は
、

他
の
構
成
国
で
承
認
お
よ
び
執
行
す
る
た
め
の
要
件
で
あ
り
、
他
の

構
成
国
は
こ
の
要
件
を
審
査
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
審
査
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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s 

（Fn. 19 

）, §
 86  Fam

FG 
Rn. 19.

（
29
）　

上
述
Ⅱ
2
。

（
30
）　Giers, N

ZFam
 2020, 4  

（4 

）; H
am

m
er, in Prütting/

H
elm

s （Fn. 19 

）, §
 86  Fam

FG Rn. 23.

（
31
）　H

am
m

er, in Prütting/H
elm

s 

（Fn. 19 

）, §
 86  Fam

FG 
Rn. 25.

（
32
）　Linke/H

au, Internationales Zivilverfahrensrecht, 9. 
A

ufl. 2024, Rn. 12.13 f., 14.1 ff., 14.20 ff.

（
33
）　BT

-D
rucks. 16/6308, S. 220.

（
34
）　H

au, in Prütting/H
elm

s 

（Fn. 19 

）, §
 109 Fam

FG Rn. 
3.

（
35
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
上
述
Ⅰ
。

（
36
）　Junker, Internationales Zivilverfahrensrecht, 6. A

ufl. 
2023, §

 20  Rn. 1.
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（
37
）　

外
国
扶
養
法
（
Ａ
Ｕ
Ｇ
）
第
六
四
条
第
一
項
第
二
文
は
、
連
邦

司
法
省
が
正
式
に
相
互
保
証
の
存
在
を
認
め
て
い
る
国
の
扶
養
の
名

義
を
そ
こ
か
ら
除
外
し
て
い
る
。

（
38
）　H

au, in Prütting/H
elm

s 

（Fn. 19 

）, §
 108 Fam

FG Rn. 
4.

（
39
）　H

au, in Prütting/H
elm

s 

（Fn. 19 

）, §
 109 Fam

FG Rn.  
1

を
参
照
の
こ
と
。

（
40
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、Junker （Fn. 36 

）, §
 26  Rn. 32  ff.

（
41
）　G

esetz zur G
eltendm

achung von U
nterhalts-

ansprüchen im
 V

erkehr m
it ausländischen Staaten vom

 
23 .5.2011, BGBl. I S. 898.

（
42
）　Gesetz über W

irkungen der A
nnahm

e als K
ind nach 

ausländischem
 Recht vom

 5.11.2001, BGB. I S. 2950.

（
43
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、H
au, in Prütting/H

elm
s 

（Fn. 
19 

）, §
 108 Fam

FG Rn. 52.

（
44
）　BGH

 Fam
RZ 2019, 1345 

（1348

）; H
au, in Prütting/

H
elm

s （Fn. 19 

）, §
 110 Fam

FG Rn. 16.

（
45
）　H

au, in Prütting/H
elm

s 

（Fn. 19 

）, §
 110 Fam

FG Rn. 
1.

（
46
）　

上
述
Ⅱ
4
。

（
47
）　BT

-D
rucks. 16/6308, 222.

（
48
）　

同
様
で
あ
る
の
は
、H

au, in Prütting/H
elm

s 

（Fn. 19 

）, 
§

 110 Fam
FG Rn. 13.

（
49
）　

概
観
を
示
し
て
い
る
の
は
、Linke/H

au 

（Fn. 32 

）, Rn. 
12.13 ff. und 12.19 ff.

（
50
）　V
ertrag über die A

rbeitsw
eise der Europäischen 

U
nion, A

Bl. C 115 vom
 9.5.2008, S. 47.

（
51
）　

こ
の
こ
と
は
、
と
く
に
デ
ン
マ
ー
ク
に
つ
い
て
妥
当
す
る
が
、

し
か
し
ま
た
、
他
の
構
成
国
に
つ
い
て
も
、
強
化
さ
れ
た
協
力
の
下

で
Ｅ
Ｕ
規
則
が
制
定
さ
れ
た
場
合
に
、
構
成
国
が
そ
の
規
則
に
参
加

し
な
い
と
き
に
は
こ
の
こ
と
が
妥
当
す
る
。
参
照
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連

合
条
約
（
Ｅ
Ｕ
Ｖ
）
第
二
〇
条
お
よ
び
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
（
Ａ
Ｅ
Ｕ

Ｖ
）
第
三
二
六
条
以
下
。

（
52
）　V

erordnung 

（EU

） 2009/1111 vom
 25.6.2019, A

Bl. L 
178 vom

 2.7.2019, S. 1.

（
53
）　V

erordnung 

（EU

） 2016/1103 vom
 24.6.2016, A

Bl. L 
183 vom

 8.7.2016, S. 1.

（
54
）　V

erordnung 

（EU

） 2016/1104 vom
 24.6.2016, A

Bl. L 
183 vom

 8.7.2016, S. 30.

（
55
）　V

erordnung 

（EU

） N
r. 606/2013 vom

 12.6.2013, A
Bl. 

L 181 vom
 29.6.2013, S. 4.

（
56
）　V

erordnung 

（EU

） N
r. 4/2009 vom

 18.12.2008, A
Bl. L 

7  vom
 10.1.2009, S. 1.

（
57
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、N

agel/Gottw
ald, Internationales 

Zivilprozessrecht, 8. A
ufl. 2020, §

 13; H
au, in Prütting/

H
elm

s  
（Fn. 19 

）, §
 107 Fam

FG Rn. 5  ff., §
 108 Fam

FG 
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Rn. 28  ff.

を
参
照
。

（
58
）　Convention N

o. 34  on jurisdiction, applicable law
, 

recognition, enforcem
ent and co-operation in respect of 

parental responsibility and m
easures for the protection 

of children of 19.10.1996 （w
w

w
.hcch.net

）.

（
59
）　Convention N

o. 33  on Protection of Children and Co-
operation in R

espect of Intercountry A
doption of 

2 9.5.1993 （w
w

w
.hcch.net

）.

（
60
）　Convention N

o. 38  on the international recovery of 
child support and other form

s of fam
ily m

aintenance of 
23 .11.2007 （w

w
w

.hcch.net

）.

（
61
）　C

onvention N
o. 23  on the R

ecognition and 
E

nforcem
ent of D

ecisions R
elating to M

aintenance 
O

bligations of 2.10.1973 （w
w

w
.hcch.net

）.

（
62
）　Convention N

o. 9  concerning the recognition and 
enforcem

ent of decisions relating to m
aintenance 

obligations tow
ards children of 15.4.1958 

（w
w

w
.hcch.net

）.

（
63
）　Ü

bereinkom
m

en über die gerichtliche Zuständigkeit 
und die A

nerkennung und V
ollstreckung von 

E
ntscheidungen in Zivil- und H

andelssachen vom
 

30.10.2007, A
Bl. L 339 vom

 21.12.2007, S. 3.

（
64
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、N

agel/Gottw
ald 

（Fn. 57 

）, 
§

 13; H
au, in Prütting/H

elm
s 

（Fn.19

）, §
 107 Fam

FG 

Rn. 17  ff., §
 108 Fam

FG Rn. 28  ff.

（
65
）　Gesetz zur A

us- und D
urchführung bestim

m
ter 

Rechtsinstrum
ente auf dem

 Gebiet des internationalen 
Fam

ilienrechts vom
 26.1.2005, BGB I S. 162.

（
66
）　

上
述
Ⅲ
2
ｂ
。

（
67
）　
〝
承
認
〟
の
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、

Lipp, in H
ilbig-Lugani/Jakob/M

äsch/R
euß

/Schm
id 

（H
rsg.

）, Festschrift Coester-W
altjen, 2015, S. 521 ff.

（
68
）　BGH

Z 110, 267 

（272

）; BGH
 N

JW
 2020, 3592 Rn. 23; 

H
au, in Prütting/H

elm
s 

（Fn. 19 

）, §
 107 Fam

FG Rn. 26, 
43.

（
69
）　

圧
倒
的
通
説
で
あ
る
が
、BGH

 N
JW

 2019, 931 Rn. 15; 
BGH

 N
JW

 2020, 3592 Rn. 17; H
au, in Prütting/H

elm
s （Fn. 

19 

）, §
 107 Fam

FG Rn. 26, 43 

の
み
を
参
照
の
こ
と
。

（
70
）　BGH

Z 110, 267 

（272

）; BGH
 N

JW
 2020, 3592 Rn. 23; 

H
au, in Prütting/H

elm
s 

（Fn. 19 

）, §
 107 Fam

FG Rn. 26, 
43.

（
71
）　K

G Fam
RZ 2021, 302.

（
72
）　N

agel/Gottw
ald （Fn. 57 

）, Rn. 13.37 ff.
（
73
）　V

erordnung 

（EG

） N
r. 2201/2003 vom

 27.11.2003, 
A

Bl. L 338 vom
 23.12.2003, S. 1.

（
74
）　E

uG
H

 vom
 20.12.2017 

（C
 372/16 – Sahyouni

）, 
Fam

RZ 2018, 169 （171

）.
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（
75
）　EuGH

 vom
 15.11.2002

（
原
文
マ
マ
）（C 646/20 – 

Senatsverw
altung für Inneres und Sport, Standes-

am
tsaufsicht

）, N
JW

 2023, 143.
（
76
）　Erw

ägungsgrund N
r. 14  zur Brüssel IIb-V

O
.

（
77
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
文
献
を
参
照
。A

ntom
o, in 

Pfeiffer/Lobach/Rapp 

（H
rsg.

）, Europäisches Fam
ilien- 

und Erbrecht, 2020, S. 13  

（27  ff.

）.; Brosch, GPR 2020, 179 

（180, 187 f.

）.

（
78
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
上
述
Ⅱ
3
。

（
79
）　H

au, in Prütting/H
elm

s 

（Fn. 19 

）, §
 108 Fam

FG Rn.  
4 ff., 53  f.

（
80
）　

詳
細
は
、T

halm
eier, D

ie grenzüberschreitende 
D

urchsetzung elterlicher Entscheidungen, 2023, S. 195 ff.

（
81
）　Brosch, GPR 2020, 179 （185

）
を
参
照
の
こ
と
。

（
82
）　Gottw

ald, in M
ünchK

om
m

Fam
FG 

（Fn. 10 

）, A
rt. 46  

Brüssel IIa-V
O

 Rn. 10.

（
83
）　H

eiderhoff, in M
ünchener K

om
m

entar zum
 BGB, 9. 

A
ufl. 2024, A

rt. 65  Brüssel IIb-V
O

 Rn. 1  f.

（
84
）　H

eiderhoff, in M
ünchK

om
m

BGB 

（Fn. 83 

）, A
rt. 69  

Brüssel IIb-V
O

 Rn. 5.
　
【
訳
者
付
記
】

　
　

本
稿
は
、
二
〇
二
四
年
一
〇
月
五
日
（
土
）
慶
應
義
塾
大
学
三

田
キ
ャ
ン
パ
ス
で
開
催
さ
れ
た
、
ゲ
ッ
チ
ン
ゲ
ン
大
学
フ
ォ
ル
カ

ー
・
リ
ッ
プ
教
授
の
講
演
原
稿
の
翻
訳
で
あ
る
（
原
題
は
、D

ie 
V

ollstreckung von Entscheidungen in Fam
iliensachen 

in D
eutschland – national und international

）。
本
翻
訳
は
、

Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費22H

00797

の
助
成
を
受
け
た
研
究
成
果
で
あ

る
。
ま
た
、
リ
ッ
プ
教
授
の
招
聘
に
際
し
て
は
、
成
年
後
見
法
学

会
、
中
央
大
学
研
究
開
発
機
構
・
新
井
誠
教
授
ユ
ニ
ッ
ト
か
ら
の

支
援
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
、
特
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
。
翻
訳

に
際
し
て
は
、
法
務
省
大
臣
官
房
司
法
法
制
部
編
『
ド
イ
ツ
家
庭

事
件
及
び
非
訟
事
件
の
手
続
に
関
す
る
法
律
』（
法
曹
会
・
二
〇

二
四
年
）、
法
務
省
大
臣
官
房
司
法
法
制
部
編
『
ド
イ
ツ
民
法
典

第
四
編
（
親
族
法
）』（
法
曹
会
・
二
〇
二
三
年
）
を
参
考
に
し
た
。

ま
た
、
講
演
会
当
日
は
、
三
上
威
彦
・
慶
應
義
塾
大
学
名
誉
教
授

に
通
訳
の
労
を
お
取
り
い
た
だ
い
た
。


